
名称 区域 

中央区 相生町，赤坂町１丁目から３丁目まで，明石１丁目から２丁目ま

で，曙町，旭町通１番町から２番町まで，愛宕１丁目から３丁目

まで，鐙１丁目から３丁目まで，鐙西１丁目から２丁目まで，網

川原，網川原１丁目から２丁目まで，有明大橋町，有明台，医学

町通１番町から２番町まで，礎町通１ノ町から６ノ町まで，礎町

通上１ノ町，一番堀通町，稲荷町，入船町１丁目から６丁目ま

で，祝町，浮洲町，鵜ノ子（７９１番８，８１８番１，８１８番

２，８１９番６から８２３番１まで，８２３番４から８２５番１

まで，８４２番１，８４２番８，８４３番３，８４４番１，８４

５番１から８４５番３まで，８４６番１，８４６番４，８４６番

１１，８４７番３，８４８番１，８４８番２，８４９番１，８４

９番２，８５０番１，８５１番１，８５２番１，８５２番２，８

５３番１，８５３番２，８５４番１から１０４２番８まで，１０

４２番１５から１０４２番１８まで，１０４２番２２及び１０４

５番に限る。），姥ケ山（江南区の区域に係る部分を除く。），姥ケ

山１丁目から６丁目まで，馬越，海辺町１番町から２番町まで，

上沼，営所通１番町から２番町まで，烏帽子町，近江１丁目から

３丁目まで，大島，翁町１丁目から２丁目まで，祖父興野（９２

０番から９２６番までに限る。），親松，鏡が岡，嘉木（１８２６

番から１８２８番までに限る。），春日町，学校裏町，学校町通１

番町から３番町まで，上近江１丁目から４丁目まで，上大川前通

１番町から１２番町まで，上所１丁目から３丁目まで，上所上１

丁目から３丁目まで，上所島，上所中１丁目から３丁目まで，亀



田早通（３３４７番１から３３５５番２まで及び３３５５番４か

ら３３５９番７までに限る。），川岸町１丁目から３丁目まで，川

端町１丁目から６丁目まで，神道寺，神道寺１丁目から３丁目ま

で，神道寺南１丁目から２丁目まで，蒲原町，北大畑町，北多門

町，北浜通１番町から２番町まで，北毘沙門町，寄附町，久蔵興

野（９９番３，９９番６から９９番９まで，１７２番１から１７

２番５まで，１７２番８から１７２番１０まで，１７３番１から

１７６番６まで，２６２番１から３１０番１まで，１０６０番及

び１０６１番に限る。），窪田町，窪田町１丁目から７丁目まで，

京王１丁目から３丁目まで，高志１丁目から２丁目まで，寿町１

丁目から２丁目まで，小張木，小張木１丁目から３丁目まで，幸

町，幸西１丁目から４丁目まで，栄町１丁目から３丁目まで，魁

町，桜木町，笹口，笹口１丁目から３丁目まで，三和町，汐見

台，紫竹１丁目，紫竹山，紫竹山１丁目から２丁目まで，紫竹山

３丁目（東区の区域に係る部分を除く。），紫竹山４丁目から７丁

目まで，信濃町，下旭町，下大川前通１ノ町から７ノ町まで，下

所島，下所島１丁目から２丁目まで，鐘木（７４番から７９番８

まで，８０番２から８０番８まで，８０番１４，８５番３，８５

番４，８５番７から８５番９まで，１１４番３，１１４番５，１

１９番１から１３１番１まで，１３１番５，１３６番２，１７１

番３から１７１番５まで，１７１番７，１７６番１から１９７番

１まで，１９７番６，２０２番３，２０２番７，２３７番３，２

４２番１から２７９番１まで，２７９番６，２８４番１，２８４

番３から２８４番５まで，２８４番１３，３１６番４，３２１番



１，３２１番３，３２２番１から３８３番２まで，３８３番７，

３８８番６，４２０番３から４２０番６まで，４２０番１４，４

２０番１８，４２１番８から４２６番４まで，４２６番７から５

０７番１まで，５０７番４，５１３番８及び６３７番３から８５

３番２までに限る。），新光町，新島町通１ノ町から５ノ町まで，

新和１丁目から４丁目まで，水道町１丁目から２丁目まで，菅根

町，住吉町，清五郎（江南区の区域に係る部分を除く。），関新１

丁目から３丁目まで，関南町，関屋（１番から１番１０４まで，

２番１，２番８から２番４８まで，２番６３から２番９５まで，

９９番子，１５９番３から１７４５番３まで，１８６５番１１５

及び２４５６番から５０５８番２までに限る。），関屋大川前１丁

目から２丁目まで，関屋大川前通 1 丁目，関屋御船蔵町，関屋金

鉢山町，関屋金衛町１丁目から２丁目まで，関屋下川原町１丁目

から２丁目まで，関屋昭和町１丁目から３丁目まで，関屋新町通

１丁目から２丁目まで，関屋田町１丁目から４丁目まで，関屋浜

松町，関屋本村町１丁目から２丁目まで，関屋松波町１丁目から

３丁目まで，関屋恵町，曽川（甲３６３２番から甲３７００番５

まで，甲３７５９番子，甲３７９５番２，甲３８１９番及び甲３

８２０番に限る。），太右エ門新田（２０１番１から２０７番５ま

で，３３８番４，３３８番５，３４０番２，３４４番３から４６

７番１まで，４６９番から４８２番まで，４９７番１から４９７

番６まで，５０８番１から７４２番３まで，９０２番３，９０３

番３及び１４０６番から１５６８番５までに限る。），高美町，田

中町，田町１丁目から３丁目まで，俵柳（４００番２６，４０８



番３から４１９番３まで，４１９番９から４１９番１２まで，４

２０番４から４２０番７まで，４２０番１２，４２０番１３，４

２０番１７，４２６番１から４２６番４まで，４２６番６から４

３０番２まで及び７８０番から７９０番までに限る。），忠蔵町，

月町，附船町１丁目から３丁目まで，出来島，出来島１丁目から

２丁目まで，寺裏通１番町から２番町まで，寺山町，天神１丁目

から２丁目まで，天神尾，天神尾１丁目から２丁目まで，天明

町，鳥屋野，鳥屋野１丁目から４丁目まで，豊照町，中大畑町，

長潟（江南区の区域に係る部分を除く。），長潟１丁目から３丁目

まで，長嶺町，鍋潟新田（５６１番２，５６５番１から５７４番

２まで，５７５番４，５７５番６，５８０番６，５８８番５，５

９３番５，５９３番７から６１６番４まで，６１７番４，６１７

番６，６２２番５，６２２番７，６３６番５，６４１番４，６４

１番６から６５８番５まで，６５８番８から６６１番４まで，７

１９番２，７１９番９から７１９番１１まで，７１９番１３，７

２４番１から７４３番２まで，７４３番４から７４７番４まで，

７７２番６から７７２番９まで，７７２番１１，７７２番１３，

７７７番１から８０２番１まで及び８０２番３から８０５番３ま

でに限る。），並木町，西受地町，西馬越，西厩島町，西大畑町，

西中町，西船見町，西堀通１番町から１１番町まで，西堀前通１

番町から１１番町まで，西湊町通１ノ町から４ノ町まで，沼垂西

１丁目から３丁目まで，沼垂東１丁目から６丁目まで，白山浦１

丁目から２丁目まで，白山浦新町通，艀川岸町，花園１丁目から

２丁目まで，花町，浜浦町１丁目から２丁目まで，早川町１丁目



から３丁目まで，万代１丁目から６丁目まで，万代島，東入船

町，東受地町，東厩島町，東大通１丁目から２丁目まで，東大畑

通１番町から２番町まで，東幸町，東出来島，東中通１番町から

２番町まで，東万代町，東堀通１番町から１３番町まで，東堀前

通１番町から１１番町まで，東湊町通１ノ町から４ノ町まで，日

の出１丁目から３丁目まで，雲雀町，二葉町１丁目から３丁目ま

で，船場町１丁目から２丁目まで，船見町１丁目から２丁目ま

で，古町通１番町から１３番町まで，文京町，弁天１丁目から３

丁目まで，弁天橋通１丁目から３丁目まで，堀之内，堀之内南１

丁目から３丁目まで，堀割町，本町通１番町から１４番町まで，

本間町１丁目から３丁目まで，秣川岸通１丁目から２丁目まで，

松岡町，丸潟新田（１５０８番に限る。），見方町，美咲町１丁目

から２丁目まで，水島町，緑町，湊町通１ノ町から４ノ町まで，

南大畑町，南笹口１丁目から２丁目まで，南多門町，南出来島１

丁目から２丁目まで，南長潟，南浜通１番町から２番町まで，南

万代町，南毘沙門町，南横堀町，美の里，室町１丁目から２丁目

まで，女池，女池１丁目から８丁目まで，女池上山１丁目から５

丁目まで，女池北１丁目，女池神明１丁目から３丁目まで，女池

西１丁目から２丁目まで，女池東１丁目，女池南１丁目から３丁

目まで，元祝町，本馬越，本馬越１丁目から２丁目まで，元下島

町，八千代１丁目から２丁目まで，柳島町１丁目から４丁目ま

で，山木戸（２１４番５，２１４番２８，８９７番１から８９７

番３７まで，９６５番１から９６５番７まで及び１７４０番に限

る。），山田町１丁目から２丁目まで，山二ツ（江南区の区域に係



る部分を除く。），山二ツ１丁目から５丁目まで，弥生町，夕栄

町，雪町，横一番町，横七番町通１丁目から５丁目まで，横六番

町，芳町，四ツ屋町１丁目から３丁目まで，米山，米山１丁目か

ら６丁目まで，寄合町，寄居町，竜が島１丁目から２丁目まで，

流作場，流作場ノ内水島，和合町１丁目から３丁目まで 

備考 上表中地番は，平成１８年１月１日現在のものである。 


